
東中学校いじめ防止基本方針（概要） 

いじめをなくし、夢と希望が拡がる学校に 

 

基本理念  

 ◇いじめは、人権に関わる重大な問題です 

◇全教職員が、絶対に許さない姿勢で臨みます 

◇生徒一人ひとりを、かけがえのない存在として尊重します 

◇学校として、生命や人権を大切にする教育を推進します 

  

いじめの定義  

一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 

その行為を受けた生徒が心身の苦痛を感じているもの  

 

いじめ防止のための体制 

 

  相談                            

 

 

  連携                                     

  指導方針・役割分担  

 

                                       

 支援・指導 

 

  

  

 

いじめの早期発見  

○観察   ○アンケート  ○教育相談 

いじめに関する相談 

□担任のほか副担、部活顧問、養護教諭など相談しやすい教員に 

□上記の他、教頭 

 

困ったことがあったら、すぐに相談して下さい 

 

関
係
機
関 

    いじめ対策委員会 

  校長、教頭、生徒指導主事、教務主任、学年主任、 

 養護教諭、スクールカウンセラー  

 

 全教職員 

生徒 

  

 

保護者 

  
 

 


